
◎競馬法の一部を改正する法律 
（平成一六年六月九日法律第八六号）   

一、提案理由（平成一六年四月一三日・参議院農林水産委員会） 

○国務大臣（亀井善之君） 競馬法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の

理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 我が国の競馬は、その収益により、国及び地方公共団体の財政に寄与するとともに、

畜産業の振興に多大な貢献をし、また、国民に大衆レジャーの場を提供してきたところ

であります。 

 しかしながら、近年の景気の低迷に伴い売上げの減少が続いている状況にあり、中央

競馬については平成九年のピーク時と比べその八○％の水準にまで減少し、地方競馬に

ついては平成三年のピーク時と比べその半分の水準にまで減少してきており、平成十三

年度に三団体、平成十四年度に二団体が競馬事業から撤退しております。 

 このことにより、本来の競馬事業の目的である国及び地方公共団体の財政への寄与等

の公益への貢献に支障が生じてきており、競馬事業の収支改善を図ることにより、公益

への一層の貢献を図っていくことが求められております。 

 このような状況にかんがみ、競馬事業の収支改善を図るため、競馬の実施に係る規制

を緩和し競馬主催者が自主的に事業収支の改善を行える範囲の拡大を図るとともに、地

方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次

第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、競馬の実施に係る規制緩和等であります。具体的には、日本中央競馬会は都

道府県、市町村又は私人に、地方競馬主催者は他の都道府県又は市町村に加え日本中央

競馬会及び私人に、競馬の実施に関する事務を委託することができることとしておりま

す。また、複数の競走の一着馬等を同時に的中させる勝馬投票法である重勝式勝馬投票

法を導入するとともに、試行的制度として払戻金に上乗せして特別給付金を交付してき

た特別給付金制度を恒久化することとし、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の払

戻率を見直すこととしております。さらに、勝馬投票券の購入等の制限の対象から成年

である学生生徒を除外することとしております。 

 第二に、地方競馬主催者に対する必要な支援であります。具体的には、地方競馬主催

者が事業収支改善計画を作成し農林水産大臣の同意を得た場合には、地方競馬全国協会

への交付金の一部の交付を猶予することとし、競馬事業から撤退した場合には、農林水

産大臣の同意を得て、猶予された交付金を競馬事業からの撤退に必要な経費に充てるこ

とができることとしております。また、地方競馬主催者は、競馬連携計画を共同で作成

し農林水産大臣の認定を受けることにより、当該競馬連携計画に基づく事業につき地方

競馬全国協会の補助を受けることができることとしております。さらに、地方競馬全国

協会が行う競馬連携計画に基づく事業に対する補助業務及び競走馬生産振興業務に必要



な資金を確保するため、五年間に限り、地方競馬全国協会の勘定間の繰入れを認めると

ともに、日本中央競馬会から地方競馬全国協会へ資金の交付を行うこととしております。 

 第三に、勝馬投票類似の行為の特例であります。のみ行為の情報を収集するため、競

馬主催者の職員は、農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることがで

きることとしております。 

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、参議院農林水産委員長報告（平成一六年四月二一日） 

○岩永浩美君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過と結果を御報告いたします。 

 本法律案は、近年の景気低迷等に伴う競馬の売上額の減少により、競馬事業の目的で

あります国及び地方公共団体の財政に寄与するという公益への貢献に支障が生じてきて

いる現状にかんがみ、競馬事業の効率化その他の収支改善を図るための措置を講じよう

とするものであります。 

 委員会におきましては、競馬実施事務を民間へ委託することの是非、法改正による地

方競馬の収支改善への効果、競馬事業からの撤退に伴い、失業する関係者への支援の在

り方、我が国の軽種馬生産の位置付けと振興に向けた対策等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より本法律案

に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告を申し上げます。 

三、衆議院農林水産委員長報告（平成一六年六月三日） 

○髙木義明君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、競馬法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、近年の競馬の売上額の減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況にかん

がみ、競馬の実施に係る規制の緩和、地方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講

じようとするものでございます。 

 本案は、去る四月二十一日参議院から送付され、五月二十六日本委員会に付託されま

した。 

 委員会におきましては、五月二十七日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、

六月一日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 



 以上、御報告申し上げます。 


